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県議会県議会

●平成１７年度歳入・歳出決算を認定
●議員提案による「ひろしま観光立県推進基本条例」を可決
●「ひろしまの森づくり県民税条例」を可決
●「藤田知事の辞職勧告に関する決議」を可決
●「地方自治法第100条に基づく
　知事後援会の政治資金規正法違反等に関する
　調査委員会の設置を求める決議」を可決
●「知事後援会の政治資金規正法違反事件に関する
　訴訟記録における実名開示請求に係る決議」を可決

●平成18年度補正予算 …
●平成17年度決算 ……
●条例案 ………………

●人事案件 ……………
●その他の議案 …
●意見書案 ……………
●決議案 ………………

●請願  ………………………

一般会計1件、特別会計1件 
普通会計1件、企業会計1件 
ひろしま観光立県推進基本条例案、ひろしまの森づくり県民税条例案、知事の給
与の特例に関する条例案、職員の給与の特例に関する条例案など16件 
職員の給与の特例に関する条例案に対する修正案など2件 
公害審査会委員の任命、収用委員会委員及び予備委員の任命 
工事請負契約（広島県総合行政通信網整備工事など）の締結についてなど16件 
特定疾患治療研究事業の充実を求める意見書など3件 
藤田知事の辞職勧告に関する決議 
地方自治法第100条に基づく知事後援会の政治資金規正法違反等に関する調
査を行うための委員会の設置を求める決議 
知事後援会の政治資金規正法違反事件に関する訴訟記録における実名開示請求に係る決議 
理容師法施行条例の改正に関する請願（採択） （その他継続審査2件、不採択1件） 

あ

T

ご近

【議員提案によるもの】
●ひろしま観光立県推進基本条例を可決
観光が、地域経済の活性化に寄与し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現
等に重要な役割を果たしていることにかんがみ、観光立県の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
ための条例を制定し、平成19年1月1日から施行することとしました。 

【知事提案によるもの】
●ひろしまの森づくり県民税条例を可決
森林の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、緑豊かな県土の形成に資する施策に要する経費の財源を確
保するため、県民税の均等割に関する特例を定める条例を可決しました。［平成19～23年度の超過課税］ 
　□個人県民税の均等割に500円を加算　□法人県民税の均等割額の5％相当額を加算 

　
広
島
県
議
会
は
、
十
二
月
定
例
会
を
十
二
月
六

日
か
ら
十
二
月
十
八
日
ま
で
の
十
三
日
間
の
会
期

で
開
き
ま
し
た
。
 

　
今
回
の
定
例
会
で
は
「
平
成
十
八
年
度
広
島
県
一

般
会
計
補
正
予
算
」
や
「
ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県

民
税
条
例
」
、九
月
定
例
会
か
ら
継
続
審
査
と
し
て

い
た
「
平
成
十
七
年
度
決
算
認
定
」
な
ど
の
知
事
提

出
議
案
の
ほ
か
、議
員
提
案
に
よ
る
政
策
条
例
で
あ

る
「
ひ
ろ
し
ま
観
光
立
県
推
進
基
本
条
例
」
や
意
見

書
な
ど
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、四
十
四
議

案
に
つ
い
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
 

　
本
会
議
に
お
い
て
は
知
事
後
援
会
の
政
治
資
金

規
正
法
違
反
問
題
や
県
行
財
政
上
の
諸
課
題
に
つ

い
て
、九
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、各
常
任
委
員
会
及
び
合
併
後
の
地
域
づ
く
り
対

策
特
別
委
員
会
に
お
い
て
は
、付
託
さ
れ
た
各
議
案

な
ど
に
つ
い
て
審
査
・
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、知
事
後
援
会
問
題
に
関
し
「
藤
田
知
事
の

辞
職
勧
告
に
関
す
る
決
議
」
、「
地
方
自
治
法
第
百

条
に
基
づ
く
調
査
委
員
会
の
設
置
を
求
め
る
決
議
」
、

「
訴
訟
記
録
に
お
け
る
実
名
開
示
請
求
に
係
る
決
議
」

を
可
決
し
ま
し
た
。
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●藤田知事の辞職勧告に関する決議
知事後援会の元事務局長が逮捕・起訴されて以来、現在に至るまで、知事自身による事実解明に対する積極姿
勢は見受けられず、県民の県政に対する不信は増大している。このたびの事件による県政への信頼の失墜と県
政の停滞・混迷を招いた知事の道義的、政治的責任は免れがたいものがあり、知事を辞職されることを勧告する。 

●地方自治法第100条に基づく知事後援会の政治資金規正法違反等に関する調査を行うための委員会の設置を求める決議
県議会として、より県民に開かれた公正で権威をもつ万全の体制で真相の解明を行う必要があることから、地
方自治法第100条に基づく委員会の設置を決議する。 

●知事後援会の政治資金規正法違反事件に関する訴訟記録における実名開示請求に係る決議
訴訟記録における現職県議会議員の実名開示を広島地方検察庁へ求め、県民の負託に応えていくことを決議する。 

可
決
さ
れ
た
決
議
の
要
旨

い
る
の
か
な
？

12月定例会日程 （平成18年12月6日～12月18日）

12月 6日 本会議［開会、提案理由説明など］ 

12月14日 各常任委員会・合併後の地域づくり対策特別委員会

12月18日 本会議［委員長報告、議案の採決など］

12月 7日 全員委員会［提案事項の説明など］ 

12月11日～13日 本会議［一般質問など］ 

認定

承認可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

同意

否決



一
般
質
問
（
要
旨
）

●
１２
月
１１
日

松浦幸男議員 
自民〈因島市〉 

まつうらさち　お 

給
与
カ
ッ
ト
見
送
り
へ
の
今
後

の
対
応

問
厳
し
い
財
政
状
況
に
も
か
か
わ

ら
ず
、職
員
団
体
と
の
交
渉
に
伴

う
一
般
職
員
の
給
与
カ
ッ
ト
見
送
り
は
、

財
政
健
全
化
の
取
り
組
み
が
根
底
か
ら

揺
ら
ぐ
も
の
で
あ
り
、さ
ら
な
る
痛
み
を

強
い
ら
れ
る
県
民
の
理
解
も
到
底
得
ら

れ
な
い
。
こ
の
事
態
に
対
す
る
明
確
な
説

明
を
求
め
る
。

答
給
与
抑
制
措
置
は
八
年
間
継
続

し
て
お
り
い
っ
た
ん
区
切
り
を
つ

け
た
が
、こ
れ
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
計
画
に
沿
っ
た
形
で
改
め
て
整
理

す
る
。ま
た
、労
使
交
渉
の
中
で
、全
員
一

丸
と
な
り
財
政
健
全
化
に
取
り
組
ん
で

い
く
共
通
認
識
を
得
て
お
り
、職
員
の
給

与
抑
制
措
置
も
改
め
て
議
論
し
て
い
く
。 

道
州
制
を
に
ら
ん
だ
隣
県
と
の

連
携
強
化

問
道
州
制
を
展
望
し
、県
東
部
の
よ

う
に
隣
県
と
結
び
つ
き
が
強
い
地

域
の
、県
境
を
越
え
た
産
業
集
積
の
形
成

に
つ
い
て
提
案
し
て
い
く
こ
と
は
、大
変

有
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
が
、県
の
考
え

を
伺
う
。

答
井
原
・
笠
岡
地
域
を
含
め
た
備

後
地
域
は
、多
く
の
オ
ン
リ
ー
ワ
ン・

ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
企
業
を
は
じ
め
と
し
た「
も

の
づ
く
り
産
業
」が
集
積
し
て
き
た
。今

後
は
、さ
ら
な
る
産
業
集
積
の
形
成
に

向
け
、備
後
地
域
の
隣
県
や
関
係
市
町

な
ど
と
の
意
見
交
換
の
場
を
設
置
し
、

共
通
認
識
の
形
成
を
図
り
、そ
の
内
容

を
広
域
地
方
計
画
へ
反
映
で
き
る
よ
う
、

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。 

問
こ
れ
ま
で
の
知
事
の
調
査
結
果
は
極

め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、県
民

の
理
解
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
身
の
潔
白
を

証
明
す
る
た
め
に
は
、秘
書
に
対
す
る
横
領

罪
の
告
発
を
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、選
挙
資

金
の
問
題
で
あ
り
、自
ら
辞
職
し
改
め
て
県

民
の
信
を
問
う
こ
と
が
県
政
の
混
迷
を
解
決

す
る
道
と
考
え
る
が
、知
事
の
見
解
を
問
う
。

知
事
の
後
援
会
の
問
題

答
県
民
に
多
大
な
政
治
不
信
を
招
き

大
変
申
し
訳
な
く
、心
か
ら
お
詫
び

す
る
。法
的
に
横
領
行
為
が
あ
っ
た
と
い
え

る
か
は
否
定
的
に
考
え
て
お
り
、引
き
続
き

真
相
解
明
の
努
力
を
続
け
る
。一
日
も
早
い

県
民
の
信
頼
回
復
に
努
め
、職
を
辞
す
る

こ
と
な
く
県
政
の
推
進
に
全
力
を
尽
く
す
。 

松岡宏道議員 
自民刷新会〈深安郡〉 

まつ おかひろみち 

問
療
養
病
床
の
再
編
成
に
伴
う
受
け

皿
づ
く
り
な
ど
に
関
す
る
「
県
地

域
ケ
ア
整
備
構
想
」
の
策
定
方
針
を
伺
う
。

療
養
病
床
の
再
編
成

答
入
院
患
者
が
行
き
場
を
失
う
こ

と
が
な
い
よ
う
、適
切
な
地
域
ケ

ア
体
制
の
整
備
が
、最
も
重
要
な
課
題

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。利
用
者
、医

療
介
護
関
係
者
、学
識
経
験
者
、市
町

等
か
ら
意
見
を
聞
き
、入
院
患
者
の
医

療
や
介
護
の
必
要
度
、所
得
状
況
な
ど

の
分
析
と
と
も
に
、患
者
の
状
態
に
適

し
た
受
け
皿
整
備
の
あ
り
方
や
、療
養

生
活
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
を
重
点

的
に
検
討
し
、平
成
十
九
年
十
一
月
を
目

途
に
構
想
を
策
定
し
た
い
。 

給与抑制措置

県は平成11年度以
降、昇給期

間の延長、管理職の
手当カット、

給料表の見直しなど
を行うとと

もに、平成16～18
年度の集中

対策期間におい

て、部長級7％、

室長級5％、その

他の職員3％の給与
減

額措置を講じてきた
。

用語
解説

中
山
間
地
域
の
農
業
振
興

問
国
や
県
で
は
、大
規
模
農
家
や
企

業
・
農
業
生
産
法
人
な
ど
を
担
い

手
と
し
て
、農
業
施
策
を
集
中
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、中
山
間
地
域
に

は
小
規
模
農
家
が
多
く
、農
業
施
策
の
対

象
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
と
危
惧
す
る
。
中

山
間
地
域
に
お
け
る
農
業
振
興
に
つ
い
て
、

県
の
認
識
と
取
り
組
み
方
針
を
伺
う
。

答
中
山
間
地
域
の
農
業
は
生
産
性

向
上
や
コ
ス
ト
削
減
に
は
限
界
が

あ
り
、足
腰
の
強
い
農
業
構
造
へ
の
転
換

が
重
要
で
あ
る
。集
落
法
人
な
ど
の
担
い

手
の
育
成
は
、法
人
化
の
困
難
な
地
域
の

農
作
業
の
受
託
な
ど
も
可
能
と
な
る
。

今
後
と
も
、市
町
や
関
係
団
体
と
連
携
し
、

地
域
の
活
性
化
に
向
け
て
取
り
組
む
。 

問
こ
れ
ま
で
の
地
方
分
権
改
革
は
「
未

完
の
改
革
」
で
あ
り
、三
位
一
体
改
革

の
よ
う
に
地
方
の
財
政
危
機
を
招
く
よ
う
な

事
態
は
二
度
と
起
こ
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

た
び
、地
方
分
権
改
革
推
進
法
が
成
立
し
、こ

れ
か
ら
具
体
の
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
く
と

考
え
る
が
、今
後
の
県
の
対
応
方
針
を
伺
う
。

国
の
地
方
分
権
改
革
へ
の
対
応

答
真
の
地
方
分
権
の
実
現
の
た
め

抜
本
的
見
直
し
が
な
さ
れ
る
よ
う
、

地
方
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
み
を
強
化

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。県
と
し
て
も
、

国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
こ
れ
ま

で
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
進
め
、

地
方
分
権
の
理
念
に
沿
っ
た
建
設
的
な

議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
提
言
し
て
い
く
。 

地方分権改革

推進法
第2期地方分権改革

のための時

限立法。国は、国と地
方の役割分

担の見直し、国から地
方への権限・

税源のさらなる移譲
、

国と地方の二重行政

の解消などを検討し
、3

年以内に関係法の一
括改

正法案の提出を目指
す。

用語
解説

中原好治議員 
民主県政会〈広島市南区〉 

なか はらこう　じ 

広域地方計画
国土形成計画法に基づき、複数都府県にまたがる広域ブロックで国土の利用・整備・保全を推進するため、総合的見地から国が策定。中国5県を
区域とするブロック
で、県や市町村の
提案を受けながら
作業が進められる。

用語
解説

一
般
質
問
（
要
旨
）

●
１２
月
１２
日

田川寿一議員 
公明党〈広島市西区〉 

　た がわじゅいち 

が
ん
医
療
の
強
化

問
平
成
十
八
年
八
月
に
県
立
広
島

病
院
を
含
む
県
内
十
か
所
の
医

療
機
関
が
「
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
」

の
指
定
を
受
け
た
こ
と
は
、予
想
を
上
回

る
も
の
で
あ
り
大
い
に
評
価
で
き
る
。
指

定
を
契
機
と
し
て
、今
後
が
ん
医
療
の
強

化
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

答
広
島
大
学
病
院
を
中
心
に
、国
立

が
ん
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
た
専
門

研
修
等
を
実
施
し
、化
学
療
法
な
ど
を
支

え
る
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
を
図
る
。ま
た
、

各
が
ん
連
携
拠
点
病
院
に
設
置
す
る
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し
て
が
ん
診
療

情
報
の
提
供
体
制
の
充
実
に
努
め
る
と
と

も
に
、各
病
院
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
連
携

と
機
能
分
担
を
推
進
し
、が
ん
医
療
の
提

供
体
制
の
整
備
に
努
め
る
。 

問
疑
惑
の
目
を
向
け
ら
れ
た
政
治

家
と
し
て
、知
事
は
何
ら
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、自
ら
の
潔

白
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
。
自
ら
を
処
分

さ
れ
た
が
、県
民
が
納
得
す
る
と
は
思
え

な
い
。
県
民
の
信
頼
回
復
に
向
け
、あ
ら

ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
疑
惑
を
解
明
し

て
い
く
べ
き
と
考
え
る
が
、見
解
を
伺
う
。

知
事
の
政
治
姿
勢

答
事
実
解
明
に
向
け
て
真
摯
に
努

力
し
て
き
た
が
、十
分
に
説
明
責

任
を
果
た
せ
ず
、お
詫
び
の
気
持
ち
を

示
す
た
め
、今
回
の
処
分
を
決
心
し
た
。

考
え
得
る
手
立
て
は
尽
く
し
た
が
、今
後

と
も
で
き
る
限
り
の
努
力
を
行
い
、事
実

解
明
と
県
民
の
信
頼
回
復
に
努
め
る
。 

がん診療
連携拠点病院

全国どこでも質の
高いがん

医療を受けられる
ことを目的

として、国が指定す
る医療機

関。2次医療圏（県
内は7つ）

ごとに1か所

程度整備する

ことが目標と

されている。

用語
解説

子
育
て
中
の
女
性
の
能
力
開
発

問
再
就
職
を
希
望
す
る
多
く
の
子
育

て
中
の
女
性
の
た
め
に
、
教
育
機

関
も
広
く
門
戸
を
開
く
べ
き
で
あ
る
が
、

公
立
大
学
法
人
へ
の
移
行
を
準
備
し
て
い

る
県
立
広
島
大
学
で
、モ
デ
ル
的
に
母
親

が
受
講
中
に
子
ど
も
が
預
け
ら
れ
、再
就

職
の
た
め
に
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
を
保

証
す
る
仕
組
み
を
作
っ
て
は
ど
う
か
。

答
子
育
て
中
の
女
性
の
た
め
に
、県

立
広
島
大
学
に
お
い
て
、資
格
取

得
に
役
立
つ
講
座
の
新
設
や
、保
健
医
療
・

福
祉
分
野
の
専
門
講
座
の
充
実
、講
義

を
受
け
や
す
い
環
境
づ
く
り
な
ど
、ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
検
討
す
る
。 

河井案里議員 
自民〈広島市安佐南区〉 

かわ い あん り 

問
県
民
や
議
会
が
求
め
て
い
る
の
は
、

健
全
な
民
主
主
義
の
も
と
、お
金

で
買
っ
た
票
で
は
な
い
、県
民
の
純
粋
な

期
待
の
表
れ
と
し
て
、藤
田
雄
山
と
い
う

人
物
が
選
ば
れ
た
の
だ
と
い
う
証
明
で

あ
り
、そ
の
た
め
に
は
、選
挙
を
や
り
直

す
以
外
に
な
い
。
知
事
は
辞
職
す
る
意
思

は
な
い
と
言
う
が
、健
全
な
民
主
主
義
の

も
と
で
、公
明
正
大
に
選
ば
れ
た
と
い
う

証
明
を
ど
う
す
る
の
か
。

知
事
の
政
治
責
任

答
こ
れ
ま
で
の
選
挙
で
は
、公
明
正

大
な
活
動
と
公
正
な
手
続
き
の

も
と
に
、県
民
の
審
判
を
仰
ぎ
、当
選
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。今
回
の
後
援
会
の
問

題
に
か
ん
が
み
、事
実
解
明
の
た
め
の
努

力
を
続
け
る
と
と
も
に
、県
政
の
推
進

に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
こ
そ
が
、私
自

ら
が
果
た
す
べ
き
責
務
だ
と
考
え
て
い
る
。 

小林秀矩議員 
自民党良政会〈庄原市〉 

こばやしひで のり 

農
業
に
精
通
し
た
人
材
育
成

問
農
業
を
産
業
と
し
て
復
活
さ
せ
る
に

は
、農
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス
で
き
る
農
業
全
般
に
精
通
し
た
人
材
を

育
成
す
る
必
要
が
あ
り
、庄
原
市
の
県
立
庄

原
実
業
高
校
、県
立
農
業
技
術
大
学
校
、県

立
広
島
大
学
庄
原
キ
ャ
ン
パ
ス
の
三
校
を
リ

ン
ク
さ
せ
た
「
農
業
プ
ロ
コ
ー
ス
」
を
創
設
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、ど
う
考
え
る
か
。

答
産
業
と
し
て
自
立
で
き
る
農
業

を
確
立
す
る
た
め
に
は
、新
た
な

技
術
や
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
人
材

育
成
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、三
校
が
講
義
・

実
習
や
講
座
の
共
同
開
設
な
ど
で
連
携

を
強
め
、専
門
知
識
を
有
し
、実
践
力
の

高
い
人
材
の
育
成
を
図
っ
て
い
く
。 

問
都
市
部
へ
の
医
師
の
偏
在
化
が
進

み
、中
山
間
地
域
で
は
、各
診
療

科
で
の
医
師
不
足
と
地
域
医
療
の
弱
体

化
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
長
期
的
な
視

点
で
の
中
山
間
医
療
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
、

即
効
性
の
あ
る
医
師
確
保
対
策
を
行
う

必
要
が
あ
る
が
、ど
う
取
り
組
む
の
か
。

中
山
間
地
域
に
お
け
る
医
師
の

確
保
対
策

答
今
年
度
か
ら
実
施
し
た
プ
ラ
イ

マ
リ
・
ケ
ア
医
養
成
事
業
や
奨

学
金
制
度
の
事
業
実
績
を
踏
ま
え
、採

用
条
件
の
見
直
し
を
図
る
と
と
も
に
、中
・

長
期
的
対
策
と
し
て
、総
合
的
で
持
続

可
能
な
医
師
確
保
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

る
た
め
、医
師
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
医
療

環
境
の
整
備
に
つ
い
て
、広
島
大
学
等
の

関
係
機
関
と
連
携
し
検
討
す
る
。 

プライマリ・ケア医

養成事業

県が、地域医療へ
の従事を希望

する医師を職員
として採用し、

中山間地域等の
公的病

院において診療
にあた

るプライマリ・ケ
ア医（初

期診療を行う医師
）の養

成コースを運営す
る。

用語
解説

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税

問
我
々
に
は
、森
林
の
水
源
か
ん
養
、二

酸
化
炭
素
吸
収
な
ど
の
公
益
的
機
能

を
維
持
し
、次
代
へ
引
き
継
ぐ
責
務
が
あ
る
。

「
森
づ
く
り
県
民
税
」
は
、そ
の
た
め
に
支
出

さ
れ
、森
林
の
適
切
な
整
備
に
充
て
る
べ
き

で
あ
り
、具
体
的
な
取
り
組
み
を
問
う
。

答
使
途
を
明
確
に
す
る
た
め「
ひ
ろ

し
ま
の
森
づ
く
り
基
金
」
を
設

置
し
、他
の
予
算
と
明
確
に
区
分
し
て
趣

旨
に
沿
っ
た
適
切
な
執
行
を
確
保
す
る
。 

　
税
に
よ
る
事
業
は
、荒
廃
し
た
人
工
林

の
再
生
、里
山
林
の
整
備
、間
伐
材
の
利

用
拡
大
対
策
、環
境
緑
化
対
策
の
ほ
か
、

森
林
・
林
業
体
験
活
動
へ
の
支
援
や
情
報

発
信
な
ど
森
を
守
り
育
て
る
意
識
の
醸

成
対
策
な
ど
を
予
定
し
、詳
細
に
わ
た
る

調
整
を
行
っ
て
い
る
。 

問
都
市
部
と
中
山
間
地
域
と
の
格

差
は
広
が
っ
て
お
り
、財
政
健
全

化
に
当
た
っ
て
も
、施
策
を
一
律
に
削
減

せ
ず
、社
会
資
本
の
整
備
が
遅
れ
て
い
る

地
域
へ
十
分
な
配
慮
を
行
う
べ
き
と
考
え

る
が
、格
差
是
正
の
取
り
組
み
を
問
う
。

地
域
格
差
の
是
正

答
総
合
計
画
に
、「
交
流
と
定
住
・

中
山
間
地
域
振
興
」を
新
展
開

施
策
と
し
て
位
置
付
け
、①
合
併
建
設

計
画
の
実
施
を
通
じ
た
新
た
な
ま
ち
づ

く
り
②
住
民
自
治
シ
ス
テ
ム
構
築
に
よ

る
集
落
機
能
の
維
持
③
交
流
・
定
住
人

口
の
拡
大
に
よ
る
地
域
の
活
力
の
向
上

④
地
域
の
生
活
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確

立
に
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
。 

ひろしまの
森づくり基金

「ひろしまの森づ
くり県民税」の税

収相当額を積み立
て、森林の公益

的機能を維持する
施策に充てる。

平成19年度から5
年

間の課税期間にお
け

る基金の積立額は
、

総額で約40億円
と

見込まれている。

用語
解説

福
祉
医
療
費
公
費
負
担
事
業
の

見
直
し

問
事
務
事
業
総
点
検
に
よ
り
示
さ

れ
た
、福
祉
医
療
費
公
費
負
担
事

業
の
広
島
市
へ
の
補
助
率
を
下
げ
、平
成

二
十
二
年
度
に
補
助
を
廃
止
す
る
案
は
、

「
政
令
市
狙
い
撃
ち
の
福
祉
切
り
捨
て
策
」

で
あ
り
大
問
題
だ
。
削
減
案
の
根
拠
、市

と
の
協
議
状
況
、広
島
市
で
制
度
が
維
持

で
き
る
見
通
し
に
つ
い
て
伺
う
。

答
福
祉
分
野
で
県
と
同
様
の
権
限

を
有
し
、地
方
交
付
税
が
直
接
措

置
さ
れ
、財
政
規
模
も
大
き
い
広
島
市

に
つ
い
て
、経
費
負
担
の
あ
り
方
を
見
直

す
。平
成
十
一
年
度
か
ら
継
続
的
に
協
議

し
て
お
り
、今
回
の
見
直
し
案
に
よ
る
制

度
維
持
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、市
に
お
い

て
主
体
的
に
判
断
さ
れ
る
と
考
え
る
。 

問
知
事
後
援
会
問
題
に
係
る
一
連
の
経

緯
の
中
で
、政
治
へ
の
信
頼
と
説
明

責
任
を
損
な
う
と
い
う
政
治
的
罪
が
犯
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
重
大
な
罪
に
対
す
る
罰
と

し
て
、辞
職
し
て
県
民
の
信
を
問
う
気
持

ち
は
な
い
の
か
。
ま
た
、真
相
解
明
の
た
め
、

元
秘
書
と
元
事
務
局
長
に
調
査
会
へ
出
席

す
る
よ
う
、再
度
促
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

知
事
の
出
処
進
退

答
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
せ
ず
、

熟
慮
を
重
ね
て
自
分
自
身
の
け

じ
め
と
し
て
処
分
案
を
提
案
し
た
。厳

し
い
情
勢
の
中
、県
政
の
推
進
に
全
力
を

尽
く
す
こ
と
が
責
務
と
認
識
し
て
い
る
。

元
秘
書
な
ど
へ
の
協
力
要
請
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
限
り
努
力
す
る
。 

事務事業総点検

県は本年度、財政
健全化に向け、

県が行うすべての
事務事業につ

いて、従来の枠組
みや行政手法

にとらわれず、必
要性・有効性・

効率性・歳入の

確保・公共事業

の見直しなどの

観点から総点検

を行っている。

用語
解説

一
般
質
問
（
要
旨
）

●
１２
月
１３
日

杉原秀明議員 
自民〈三次市〉 

すぎ はら ひで あき 

道
州
制
導
入
へ
の
県
民
意
識
の
醸
成

問
県
民
の
間
で
は
、ま
だ
ま
だ
道
州

制
の
導
入
に
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ

ス
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
形
だ
け
の
道
州

制
に
終
わ
ら
せ
ず
、理
想
的
な
道
州
制
へ

移
行
す
る
た
め
に
は
、県
民
の
十
分
な
理

解
と
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ

れ
か
ら
県
民
意
識
の
醸
成
を
ど
の
よ
う

に
図
っ
て
い
く
の
か
。

答
今
後
の
道
州
制
導
入
に
向
け
、引

き
続
き
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
を
通
じ
、制
度
の
意
義
や
道
州

制
に
関
す
る
取
り
組
み
を
、県
民
に
向

け
幅
広
く
積
極
的
に
情
報
発
信
す
る
な

ど
、継
続
的
な
機
運
醸
成
を
図
り
な
が

ら
、来
る
べ
き
道
州
制
を
視
野
に
入
れ
た
、

さ
ら
な
る
取
り
組
み
を
強
化
す
る
。 平田修己議員 

自民刷新会〈三原市〉 

ひら た なお み 

問
道
州
制
移
行
に
伴
う
、経
済
的
自
立

を
図
る
に
は
、国
際
競
争
力
の
あ
る

先
端
的
企
業
の
積
極
的
な
誘
致
が
求
め
ら
れ

る
が
、企
業
用
地
確
保
の
た
め
、「
産
業
集
積

促
進
戦
略
本
部
」で
は
、ど
の
よ
う
に
検
討
し
、

具
体
的
に
、ど
の
よ
う
な
展
開
を
図
る
の
か
。

先
端
的
企
業
誘
致
へ
の
産
業
団
地

開
発

答
交
通
の
便
や
工
業
用
水
、大
規

模
宅
盤
な
ど
の
ニ
ー
ズ
に
対
し
、

企
業
か
ら
の
評
価
が
高
い
本
郷
地
区
に

つ
い
て
、戦
略
本
部
に
お
い
て
、用
地
造
成

に
向
け
、許
認
可
手
続
き
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

供
給
な
ど
、諸
課
題
の
整
理
を
進
め
る

こ
と
と
し
て
お
り
、具
体
の
企
業
か
ら
の

引
き
合
い
も
見
極
め
な
が
ら
、造
成
着

手
の
可
否
を
早
期
に
判
断
し
て
い
く
。 

木山耕三議員 
自民〈比婆郡〉 

　き やまこうぞう 

産業集積促進
戦略本部

昨年5月に県庁内に設置。知事を本部長とする部局横断的な組織で、企業ニーズに対して速やかな方針決定を行
い、先端的企業の
立地環境整備に係
る総合調整や進行
管理などを行う。

用語
解説

公立大学法人
公立大学の設置・
管理を行う地方独
立行政法人（民間
に委ねると確実な
実施が見込めない
事務事業を効率的・効果的に行わせるため、自治体が設立する法人）。県立広島大学は、本年4月に移行する予定。

用語
解説

職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
案
 

修
正
案
否
決
・
原
案
可
決（
賛
成
多
数
） 

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例
案
 

原
案
可
決（
賛
成
多
数
） 

知
事
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
案
 

原
案
可
決（
可
否
同
数
・
委
員
長
裁
決
） 

補
正
予
算
一
件
、条
例
案
五
件
、そ
の
他

議
案
一
件
　
原
案
可
決（
全
会
一
致
） 

新
規
請
願
一
件
　
継
続
審
査
 

付
託
議
案
及
び
請
願
の
審
査
結
果

●
職
員
の
給
与
に
関
す
る
減
額
な
ど

の
特
例
措
置
と
財
政
健
全
化
へ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
 

●
ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
条
例

に
係
る
事
業
計
画
な
ど
に
つ
い
て
 

●
知
事
後
援
会
問
題
に
か
か
わ
る
知

事
給
与
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
 

主
な
質
疑
事
項

補
正
予
算
二
件
、そ
の
他
議
案
五
件
 

原
案
可
決（
全
会
一
致
） 

付
託
議
案
の
審
査
結
果

●
公
共
事
業
の
計
画
的
な
執
行
に
つ

い
て
 

●
災
害
復
旧
工
事
の
早
期
完
了
と
再

度
災
害
の
防
止
の
た
め
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
 

●
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
へ
の
多
く
の
企
業
の

参
加
に
向
け
た
検
討
に
つ
い
て
 

主
な
質
疑
事
項

補
正
予
算
一
件
、条
例
案
一
件
、そ
の
他

議
案
五
件
　
原
案
可
決（
全
会
一
致
） 

新
規
請
願
二
件
　
一
件
採
択
、一
件
継

続
審
査
 

付
託
議
案
及
び
請
願
の
審
査
結
果

●
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に

備
え
た
万
全
の
準
備
に
つ
い
て
 

●
福
祉
医
療
費
公
費
負
担
事
業
の
政

令
市
へ
の
補
助
の
見
直
し
に
つ
い
て
 

●
県
全
体
を
見
据
え
た
福
祉
施
策
の

充
実
に
つ
い
て
 

主
な
質
疑
事
項

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
条
例
案
 

修
正
可
決
（
修
正
案
・
賛
成
多
数
、

修
正
案
を
除
く
部
分
・
全
会
一
致
）
 

条
例
案
三
件
、そ
の
他
議
案
四
件
 

原
案
可
決（
全
会
一
致
） 

新
規
請
願
一
件
　
不
採
択
 

付
託
議
案
及
び
請
願
の
審
査
結
果

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
基
金
条
例
案
 

原
案
可
決（
賛
成
多
数
） 

補
正
予
算
二
件
、そ
の
他
議
案
一
件
 

原
案
可
決（
全
会
一
致
） 

付
託
議
案
の
審
査
結
果

●
「
ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
事
業
」
創
設

の
趣
旨
に
沿
っ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
 

●
新
税
を
財
源
と
す
る
事
業
創
設
の

県
民
へ
の
説
明
等
に
つ
い
て
 

●
市
町
が
森
づ
く
り
事
業
を
実
施
で

き
る
仕
組
み
に
つ
い
て
 

主
な
質
疑
事
項

そ
の
他
議
案
三
件
 

原
案
可
決（
全
会
一
致
） 

付
託
議
案
の
審
査
結
果

主
な
質
疑
事
項 12

月
14
日
開
催

総
務
委
員
会

総
務
委
員
会

生
活
福
祉
保
健
委
員
会

生
活
福
祉
保
健
委
員
会

農
林
委
員
会

農
林
委
員
会

建
設
委
員
会

建
設
委
員
会

文
教
委
員
会

文
教
委
員
会

警
察
商
工
労
働
委
員
会

警
察
商
工
労
働
委
員
会

常
任
委
員
会
の
動
き

常
任
委
員
会
の
動
き

県政に関する質問から

紙面の都合上、1人2問以内で掲載しております。 

可決された
意見書
可決された
意見書

●
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
の
充
実

を
求
め
る
意
見
書

●
総
合
的
災
害
対
策
の
充
実
強
化
に

関
す
る
意
見
書

●
高
齢
者
等
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
に

関
す
る
意
見
書

12月18日議決

県民福祉の向上の
ため、国会や関係省
庁等に提出し、その
実現を図るよう要望
しました。

知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会 座長  平 浩介 

県議会のホームページに、各回の概要及び調査結果を掲載しています。 

●魅力ある観光地の形成と県内外からの観光旅行の促進に
よる活力ある地域社会の形成と潤いある県民生活の実現 

●観光旅行者に快適なサービスを提供できる環境の整備等 
●国際平和と国際相互理解の観点からの施策の推進 
●県、市町、県民、事業者等による相互連携の確保 

●ひろしま観光立県推進基本計画の策定 
●魅力ある観光地の形成 
●観光産業の競争力の強化 
●観光の振興に寄与する人材の育成 
●国際観光の振興 
●観光旅行の促進のための環境の整備 
●広島県観光立県推進会議の設置 

条例の主な内容2

基本理念1

ひろしま観光立県推進基本条例

議員提案による政策条例は、県内各地域の住民代表であ
る県議会議員が、県民の視点に立って立案するものです。

議員提案による政策条例

（平成19年1月1日施行）

●
県
民
に
対
す
る
警
察
学
校
移
転
整

備
計
画
の
全
体
像
の
説
明
に
つ
い

て
 

●
警
察
官
の
飲
酒
運
転
に
対
す
る
厳

正
な
処
分
と
、再
発
防
止
の
徹
底

に
つ
い
て
 

●
観
光
立
県
を
目
指
し
た
積
極
的
な

取
り
組
み
に
つ
い
て
 

●
教
職
員
の
超
過
勤
務
解
消
と
ゆ
と

り
あ
る
教
育
の
実
現
に
つ
い
て
 

●
ク
ラ
ブ
活
動
指
導
者
の
人
事
異
動

に
お
け
る
影
響
の
考
慮
の
必
要
性

に
つ
い
て
 

●
魅
力
あ
る
県
立
美
術
館
を
実
現
す

る
た
め
の
地
域
社
会
な
ど
と
の
連

携
に
つ
い
て
 

主
な
質
疑
事
項

本会議では、12月11日・12日・13日の3日間、9人の議員が一般質問を行い、

知事後援会の政治資金規正法違反問題、道州制への対応などの地方分権改革、

中山間地域の振興対策、福祉・医療の充実など、県政が直面する様々な課題について、

県民の視点に立った論議を展開しました。

県議会 平成19（2007）年1月14日



号号
行

大豆油インクを使用しています。

古紙配合率100％の再生紙を
使用しています。

あて先

082ｰ513ｰ4743TEL FAX 082ｰ222ｰ9600

ひろしま県議会だよりは、6月、9月、12月、2月の各定例会後に発行します。
この広報紙についてのご意見・ご要望をお寄せください。

〒730ｰ8509　広島市中区基町10ｰ52  広島県議会事務局　調査課　企画法制室
http://www.pref.hiroshima.jp/gikai/ホームページ

テレビ広報番組の配信…「ひろしま県議会ダイジェスト」を配信しています。

…本会議と予算特別委員会の会議録が登録されています。会議録の閲覧と検索
最新の

情報

を掲載
して

います
! 広島県議会

インターネット中継…本会議の審議状況等をインターネット中継（生・録画）しています。

ご近所で未着の方がありましたら、市・区役所、町役場、県議会事務局調査課企画法制室でお渡しいたしますので、その旨お伝えください。また、広島県議会ホームページでもご覧いただけます。

表彰  
全国都道府県議会議長会から次の議員が
自治功労者として表彰されました。

大 山 広 司 〈豊田郡／自民党広政会〉 

本会議、委員会の開催日時は、決定され次第、
ホームページでお知らせします。 

お 知 ら せ

本会議の傍聴ができます。本会議の開催日
に議会棟1階の受付までお越しください。 
●受付／午前9時～
●先着順に50名まで

●本会議の傍聴●本会議の傍聴

委員会の審議状況が、議会棟1階のモニ
ターテレビでご覧いただけます。 
●受付／委員会開会の1時間前～
●定員36名（希望者多数の場合は抽選）

●委員会のモニター視聴●委員会のモニター視聴

みんなで徹底しよう「三ない運動」みんなで徹底しよう「三ない運動」

○政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ること（会
費などを、他の住民よりも多く支払うことなども
含みます）は、法律で禁止されています。また、有
権者が寄附を求めることも禁止されています。 

○違反して処罰されると、公民権停止の対象となります。 

●政治家は有権者に寄附を贈らない!
●有権者は政治家に寄附を求めない!
●政治家から有権者への寄附は受け取らない!

●新選挙区及び定数

広島市中区 
広島市東区 
広島市南区 
広島市西区 
広島市安佐南区 
広島市安佐北区 
広島市安芸区 
広島市佐伯区 

選挙区 定数

呉市 
竹原市・豊田郡 
三原市・世羅郡 
尾道市 

福山市 
府中市・神石郡 
三次市 
庄原市 

選挙区 定数

大竹市 
東広島市 
廿日市市 
安芸高田市 
江田島市 
安芸郡 
山県郡 
23選挙区

1 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
66

6 
1 
3 
4 

11 
1 
1 
1

3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
3

平成19年4月実施予定の一般選挙における新選挙区・定数について

平成19年4月一般選挙
における新たな選挙区

…強制合区する選挙区

安芸郡

安芸区安芸区安芸区

山県郡
安芸高田市

東広島市

竹原市・豊田郡

尾
道
市

三原市・世羅郡

福山市

三次市

庄原市

廿日市市

大竹市
江
田
島
市

安佐北区

安佐南区

南区南区

東区東区
西区西区

中区

佐伯区

呉市

南区

東区
西区

府中市・神石郡

次の一般選挙（平成19年4月8日予定）から、県議会
議員の選挙区と定数が次のとおり変更になります。 

決算特別委員会における審議の状況決算特別委員会における審議の状況

普通会計普通会計

■委員名簿　15人

委員長 

副委員長 

副委員長 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

中津 信義 

冨野井利明 

栗原 俊二 

緒方 直之 

　橋 雅洋 

吉井 清介 

安木 和男 

大井 哲郎 

高山 博州 

門田 峻徳 

砂原 克規 

大曽根哲夫 

宇田 　伸 

間所 　了 

窪田 泰三 

1
こ
れ
ま
で
の
財
政
健
全
化
へ
の
取
り
組

み
を
総
括
す
る
必
要
が
あ
り
、新
た
な

財
政
健
全
化
へ
の
取
り
組
み
に
当
た
っ

て
は
、県
民
の
理
解
を
得
る
と
と
も
に
、

必
要
な
事
業
に
つ
い
て
は
重
点
的
に
実

施
す
る
こ
と
 

2
知
事
後
援
会
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

知
事
自
ら
早
急
に
県
政
に
対
す
る
県
民

の
信
頼
回
復
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
 

3
自
主
防
災
組
織
の
組
織
率
の
向
上
と
活

動
の
活
性
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
 

4
産
科
医
師
の
確
保
に
向
け
て
積
極
的
に

取
り
組
む
こ
と
 

5
農
業
生
産
法
人
設
立
に
つ
い
て
積
極
的

に
支
援
す
る
こ
と
 

6
森
林
の
役
割
に
つ
い
て
県
民
の
理
解
を

得
て
、環
境
林
と
し
て
も
維
持
保
全
で
き

る
施
策
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
 

7
建
設
業
全
体
の
技
術
力
の
低
下
や
疲
弊

の
防
止
を
図
る
と
と
も
に
、良
質
な
社

会
資
本
の
提
供
を
図
る
こ
と
 

8
社
会
イ
ン
フ
ラ
資
産
を
有
効
に
活
用
し

て
い
く
た
め
、ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
導
入
に
努
め
る
こ
と
 

9
い
じ
め
の
問
題
に
つ
い
て
は
、未
然
防

止
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、ま
た
、

保
護
者
や
地
域
住
民
と
連
携
し
て
対
応

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
 

10
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
基
礎
学
力
の

確
実
な
定
着
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
 

11
商
工
会
の
合
併
に
あ
た
っ
て
は
、商
工

会
の
実
情
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
よ
う
対
応

す
る
こ
と
 

12
「
減
ら
そ
う
犯
罪
」
の
モ
デ
ル
事
業
に

よ
る
成
果
や
課
題
を
踏
ま
え
、県
内
全

域
に
、犯
罪
の
起
こ
り
に
く
い
ま
ち
づ

く
り
を
広
め
る
こ
と
 

主
な
質
疑
事
項

主
な
質
疑
事
項

可決企業会計企業会計

■委員名簿　15人

委員長 

副委員長 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

委　員 

付託議案の審査結果
平成17年度企業会計決算認定 （全会一致） 

可決
付託議案の審査結果
平成17年度普通会計決算認定 （全会一致） 

【
病
院
事
業
会
計
】

1
高
度
医
療
機
能
の
さ
ら
な
る
充
実

強
化
や
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に

努
め
る
と
と
も
に
、一
層
の
経
営
改

善
に
努
め
、経
営
の
健
全
化
に
取
り

組
む
こ
と
 

2
広
島
病
院
に
お
い
て
は
、地
域
医
療

支
援
病
院
の
承
認
に
向
け
努
力
す

る
こ
と
 

3
県
立
病
院
の
地
元
移
管
に
当
た
っ
て

は
、地
元
の
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え

た
上
で
、地
域
に
お
け
る
役
割
や
移

管
後
の
病
院
運
営
を
考
慮
し
た
取

り
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
 

【
工
業
用
水
道
事
業
会
計
】

1
工
業
用
水
の
供
給
確
保
は
、企
業
立

地
に
向
け
た
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
で

あ
る
こ
と
か
ら
、将
来
に
わ
た
り
安

定
的
か
つ
安
価
な
供
給
を
図
る
必

要
が
あ
る
こ
と
 

2
経
営
の
安
定
を
図
る
観
点
か
ら
、新

規
ユ
ー
ザ
ー
の
開
拓
等
に
積
極
的

に
取
り
組
ま
れ
た
い
こ
と
 

【
土
地
造
成
事
業
会
計
】

1
分
譲
が
進
ま
な
い
一
部
の
産
業
団
地

に
つ
い
て
は
、他
用
途
へ
の
転
換
を
検

討
す
る
な
ど
、一
層
の
分
譲
促
進
に
向

け
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
 

2
土
地
造
成
事
業
会
計
の
あ
り
方
も

含
め
た
今
後
の
土
地
造
成
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、全
庁
的
な
視
野
で
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
 

【
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計
】 

1
送
水
ト
ン
ネ
ル
崩
落
事
故
を
教
訓
に

万
全
の
点
検
体
制
を
と
り
、事
故
の

未
然
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、危

機
管
理
対
策
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
 

2
計
画
的
な
管
路
更
新
に
よ
り
健
全

な
運
営
に
取
り
組
み
、安
定
的
な
水

の
供
給
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
 

木山 耕三 

中原 好治 

沖井 　純 

河井 案里 

日下 美香 

小林 秀矩 

天満 祥典 

藤井 正已 

下原 康充 

松井 直資 

中本 隆志 

石橋 良三 

林　 正夫 

平田 修己 

蒲原 敏博 

●実質収支は6億4,400万円の黒字が生じ
ていますが、単年度収支は1億9,800万
円の赤字が生じています。 

●特に県債の未償還額は2兆189億円に達し、
公債費負担比率は19.8％と一般的な危険
ラインとされる20％に近く、高い水準にあ
ります。 

●また、財政構造の弾力性を示す経常収支
比率は89.4％と硬直化しています。 

●一般会計決算の状況

病院事業会計においては、13億3,800万円
の純損失を生じています。これは平成16年度
の純損失に比べ9,100万円増加し、累積欠損
金は245億7,700万円になっています。 

工業用水道事業会計においては、1億3,700
万円の純利益を生じています。 

土地造成事業会計においては、19億4,800
万円の純損失を生じており、累積欠損金は84
億3,400万円となっています。 

水道用水供給事業会計においては、21億
1,300万円の純利益を生じています。 

●決算の状況

普通会計…一般会計と
公債管理特別会計など
14の特別会計の総称 

企業会計…病院事業、
工業用水道事業、土地
造成事業、水道用水供
給事業の4会計の総称 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

 

 

病院事業会計 

 

 
工業用水道事業 

会計 

 

土地造成事業 
会計 

 

水道用水供給事業 
会計 

純利益 区分 

21,068 

  

2,223 

 

11,783 

 

8,856 

19,730 

 

2,360 

 

9,835 

 

10,969

△1,338 

 

137 

 

△1,948 

 

2,113

 支出（費用） 収入（収益） 

歳入総額 

歳出総額 

歳入歳出差引額(A)  

翌年度繰越額(B)  

実質収支額(C)=(A)-(B)  

平成16年度実質収支額(D) 

単年度収支額(E)=(C)-(D)  

財政調整基金取崩額等(F)  

実質単年度収支(G)=(E)-(F) 

金額 区分 

999,904 

 995,095 

4,809 

4,165 

644 

842 

△198 

7 

△205

55年表彰受章者

奥 原 信 也  〈呉市／自民〉 

30年表彰受章者

坪 川 　 巳  
石 橋 良 三  

〈豊田郡／自民〉 

〈広島市安佐南区／如水会〉 

15年表彰受章者

平 　 浩 介  
多 賀 五 朗  
大曽根哲夫 
石 田 幹 雄  
松 浦 幸 男  
山 木 靖 雄  
城 戸 常 太  

〈芦品郡／自民刷新会〉 

〈呉市／自民〉 

〈広島市安芸区／民主県政会〉 

〈福山市・沼隈郡／県民同志会〉 

〈因島市／自民〉 

〈広島市西区／自民刷新会〉 

〈安芸郡／自民〉 

20年表彰受章者

請 願
●
理
容
師
法
施
行
条
例
の
改
正
に
関
す
る
請
願（
採
択
） 

●
広
島
市
北
部
に
小
児
科
夜
間
救
急
診
療
体
制
を
求
め
る
請
願（
継
続
審
査
）

●
裏
金
・
買
収
問
題
の
解
明
を
求
め
る
請
願（
継
続
審
査
）

●
す
べ
て
の
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
す
す
め
る
た
め
の
請
願（
不
採
択
）

採
択
さ
れ
た
請
願
は
、知
事
に
送
付
し
、知
事
は
処
理
の
結
果
を
議
会
に

報
告
し
ま
す
。
 

〔
 

〕 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

中
継
で

見
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

議
会
っ
て
、

ど
ん
な
ふ
う
に

話
し
合
わ
れ
て

い
る
の
か
な
？

本
会
議
の

ほ
か
に
、

決
算
特
別

委
員
会

な
ど
も

放
送
さ
れ
て

い
る
ん
だ
。

少
し
前
の
も
の

ま
で
あ
る
ね
。

インターネット中継

月18日）

］ 

委員会

など］

ど］ 
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